
　当財団は、日本古来より伝わる武道の普及及び振興を図ることを主目的として設立されました。

現在は、武道以外のスポーツを含めて、スポーツ全般を対象として助成応募を受け付けています。

　特に、各スポーツの未来を切り拓く若い力を応援したいと考えています。

【募集要綱】

１． 応募資格

（個人）武道他の各スポーツを真摯に研修中の方、武道他の各スポーツの普及振興・

研究に取り組んでいる方（学生・社会人・外国人も可）

（団体）武道他の各スポーツの大会を開催する団体、武道他の各スポーツを通じた

国際交流・研究により普及振興に努めている団体

※ 責任者・連絡先等が明確でなく、助成金の管理能力に欠けると判断した場合は対象外と

させて頂きます。

２． 募集の内容

（1）各種武道競技大会の開催・参加に対する助成 （個人・団体）

（2）個人（学生等）への経済援助 （個人）

（3）武道を通じた国際交流事業への助成 （個人・団体）

（4）武道に関する医科学的研究に対する助成 （個人・団体）

（5）その他　各スポーツ全般の普及振興に対する助成 （個人・団体）

※ 応募の内容等を審査した結果によって選考から漏れる可能性もあります。

また、助成金額は当財団が決定しますので、希望金額に至らない場合もあります。

※  武道他の成績優秀者で、経済的な支援希望の学生個人への助成応募があった場合、

優先的に検討いたしますが、助成金は管理能力のある支援団体への振込になります。

３． 応募期限 をもって締切ります。

４． 応募方法について

（1）応募用紙に、必要事項を明記の上、当財団までご郵送ください。

※  担当者名・大会名・開催日時を必ず記入して下さい。

（2）応募用紙は別紙書式に従ってください。

（3）選考結果については、後日連絡させて頂きます。

５．助成を受ける場合の条件

対象事業活動の終了後、３ケ月以内に必ず下記書類を提出して頂くことが条件です。

【提出書類】　

助成事業報告書 （助成対象活動についてのレポート）

※ 報告書用紙は助成決定通知書と共に郵送します。

収支明細書 （助成対象活動の収支結果計算書、助成金の使用状況　等）

パンフレット等 （無い場合は、大会等の写真でも可）

領収証写し （会場使用料、パンフレット作成費　等）

大会等の写真

【郵送先】

〒105-0004 東京都港区新橋2丁目16番1号　ニュー新橋ビル8階

一般財団法人滝井記念財団  事務局

TEL．03-3539-2290　　FAX．03-3539-4667
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